
 

令和 7年 10月 17日 

 

関係各位 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

市道勝田台北口下高野線の通行に関する周知について（依頼） 

 

日頃より，本市行政に御協力いただき誠にありがとうございます。 

以前にも依頼させていただきましたが，下記の場所での大型車両の通行に関して，周辺住

民より再度の振動・騒音に対する申し出がありましたので改めて依頼させていただきます。 

つきましては，日頃より法定速度を厳守のうえ通行されているかと思いますが，今一度法

定速度（40㎞/ｈ）厳守をお願いいたします。特に夜間・早朝等の通行車両の少ない時間帯

の通行時には特段の配慮をいただきますよう重ねてお願いいたします。 

 

記 

 

１．対象路線 ：勝田台北口下高野線 

２．対象箇所 ：八千代市勝田台北 3丁目 3番付近（詳細下記のとおり）  

３．連絡先  ：八千代市役所 都市整備部 土木維持課 

         ℡ 047-421-6785 （直通） FAX 047-486-0033 

 

 

  位置図                    詳細図 
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